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カジノ実施法制定に反対し、カジノ解禁推進法の廃止を求める声明 

 

 先日来、カジノ賭博場の開設条件等の定め（以下、仮に「カジノ実施法」とい

う。）に関する与党内協議が整った旨の報道がされている。 

 それによれば、のめり込み防止対策として、入場回数制限を「７日間で３回、

２８日間で１０回まで」、入場料を「６０００円」とするとのことであるが、そ

もそも、１週間に３回、４週間で１０回カジノに来る賭博客は、まさにカジノに

のめり込んでしまっているというべきであるし、６０００円の入場料賦課も、ど

れほどののめり込み抑止効果があるのか疑問である。加えて、入場回数制限が、

日本国内のカジノを包括して行なわれるのか、単一カジノごとにカウントされる

のかも明らかでなく、いかようにもとりうる提案で、その実効性は期待できない。 

 一昨年のカジノ解禁推進法成立の際には、それに反対する世論の大きさに配慮

して、「世界最高水準のカジノ営業規制」を構築する旨の付帯決議がなされ、Ｉ

Ｒ推進本部長である総理自身も「世界最高水準のカジノ規制」を導入するとの決

意を明らかにしたにもかかわらず、世界最高水準をうたう北欧等における規制は

全く顧みられず、我が国のカジノのモデルとされたシンガポールにおける規制（入

場回数制限月８回、入場料約８０００円）にも及ばないカジノ規制が提案された

ことからすれば、「世界最高水準」という表現は反発する世論を鎮静化するため

のごまかしであったといわざるをえず、非常に残念である。 

 この間明らかになったことは、カジノ解禁を推進する人たちが、カジノ事業者

の利益拡大のためにカジノによる弊害を容認するための議論しかなしえないとい

うことである。 

 私たちは、カジノ解禁による弊害、特に、カジノによる被害者が発生すること

を容認する政策を決して許すことはできない。 

 よって、カジノ実施法制定の議論を即刻中止し、合わせて、カジノ解禁推進法

の廃止を求めるものである。 
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